
１ 

田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱  
 

（目的） 

第１条 この要綱は、生ごみ処理容器等の設置者に対し、予算の範囲内で田

原市生ごみ処理容器等設置事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

することについて必要な事項を定めることにより、ごみの減量化対策とし

て家庭における自家処理を促進することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 生ごみ処理容器 生ごみの減量・減容・堆肥化を目的とする非電気式

の容器型のもので、耐久性・耐水性を擁し、衛生を保持する構造・機能

を有するものをいう。 

(2) 電気生ごみ処理機 電気式で熱風、木くず等により生ごみを減量・減

容・堆肥化させる処理機及び電気式と同等程度の機能を有するバイオ式

処理機をいう。 

(3) 生ごみ処理容器等 生ごみ処理容器と電気生ごみ処理機を総称した

ものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該

当する個人とする。 

(1) 市内に住所を有している者 

(2) 交付申請時において世帯全員（次条第３項の規定により別世帯とみな

される場合は、当該みなされた世帯の全員）に市税の滞納がない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）に規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）と密

接な関係を有さない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の経費は、新

品の生ごみ処理容器等（本体）の購入費とする。 

２  補助の対象となる数は、１世帯につき生ごみ処理容器にあっては２基、

電気生ごみ処理機にあっては１台までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、１世帯に台所設備が２か所あり、かつ、生計

が別になっていると認められるときは、別世帯とみなし、それぞれを補助

の対象とする。 

４ この補助金を受け設置した生ごみ処理容器等の買換えをしようとする

ときは、購入が完了した年度の翌年度から起算し、生ごみ処理容器にあっ

ては５年、電気生ごみ処理機にあっては７年を経過し、かつ使用不能と認

められる場合に限り、補助の対象とする。 

（補助金の限度額） 

第５条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、１００円未満

の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 



２ 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次の書類を添えて補助事

業の経費の支払が完了した日から当該年度の３月３１日までに市長に提

出しなければならない。 

(1) 商品の領収書（商品を購入した申請者の氏名及び商品の型番が確認で

きるものに限る。）の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 第４条第３項の規定の適用を受けようとする申請者は、前項の規定によ

る申請に併せて二世帯住宅申告書（様式第２号）を提出しなければならな

い。 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により補助金交付申請書兼実績報告書を

受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決

定・確定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、

申請者から提出される補助金請求書（様式第４号）に基づき補助金を申請

者に交付するものとする。 

（検査等） 

第９条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めると

きは、その目的を達成するために必要な限度において、補助金の使途につ

いて必要な指示をし、報告を求め、又はその状況を実地に検査することが

できる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めのない事項については、田原市補助金交付要綱

（昭和５１年４月１日施行）の定めるところによる。 

２ この要綱及び田原市補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年８月２０日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年４月１日以降に 

購入された生ごみ処理容器等から適用する。 



３ 

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２５年９月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この要綱の施行日以後に申請された補助金の交

付について適用し、同日前に申請された補助金の交付については、なお従

前の例による。 

３ この要綱の施行の際、現に改正前の田原市生ごみ処理容器等設置事業補

助金交付要綱の規定に基づき作成されている様式第１号、様式第３号及び

様式第４号の用紙は、改正後の田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金交

付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用し、又は所要の事項を適宜補

正して使用することができる。 

 

別表（第５条関係）  
補  助  対  象  補  助  金  額  

生ごみ処理容器  １基につき２ ,０００円を限度とし、購入価格の  
２分の１以内とする。  

電気生ごみ処理機  １台につき１５ ,０００円を限度とし、購入価格の２

分の１以内とする。  

 



４ 

様式第１号（第６条関係）  

                         年  月  日  
 

田原市長 殿  
 
                申請者  

住 所 田原市  
                 氏 名  
                      電話  
 

補助金交付申請書兼実績報告書  
 
    年度田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金の交付を受けたいので、

下記のとおり申請します。また、暴力団等と密接な関係を有する者でないこと

を誓います。 

なお、申請に係る審査のため、田原市の市税の納付状況（世帯全員分）を確

認することに同意します。 

 
記  

 
１ 補助事業の目的  ごみの減量化（生ごみの自家処理）  
２ 補助事業の内容  ①生ごみ処理容器 ②電気生ごみ処理機  

         商  品  名  
         購入価格         円（消費税を含む。）  

３ 補助事業施行日   購入年月日    年  月  日  
                

４ 補助金交付申請額        円  

 
 

（注）商品の領収書（商品を購入した申請者の氏名及び商品の型番が確認できる

 もの）の写しを添付すること。  
 
 



５ 

様式第２号（第６条関係）  
                         年  月  日  

 
田原市長 殿  

 
                申告者  

住 所 田原市  
                 氏 名  
 

二世帯住宅申告書  
 

私は、田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金の支給の申請に当たり、私の

属する世帯が下記のとおり生計が別であることを申告します。 

 
記  

 
１ 世帯員数  

     人  
２ 世帯の構成  

(1) 申告者と生計を一にする世帯員（申告者を除く。） 

     

   

(2) 申告者と生計を別にする世帯員 

     

   

３ 上記２(2)の世帯の種別 

親の世帯 ・ 子の世帯 ・ その他（具体的に：           ） 

 

 
（注）台所設備が別であること等の世帯内で生計が分かれていることが分かる書

 類（住居の図面・写真等）を添付すること。 

 
 
 



６ 

様式第３号（第７条関係）  
 

補助金交付決定・確定通知書  
 
                   

                           年  月  日  
 
         様  
 
                      田原市長  
 
    年度田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金については、下記のとお

り交付することに決定し、額の確定をしたので、通知します。  
 

記  
 

１ 補助金の対象となる事業の名称、目的、内容及び実施期間  
     年  月  日付けによる申請書のとおり  
 
２ 補助事業に要する経費並びに補助金の交付決定及び確定額  
   補助事業に要する経費       金      円  
   補助金の交付決定及び確定額    金      円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



７ 

様式第４号（第８条関係）  
年  月  日  

 
 田原市長 殿  
 
               申請者  

住 所 田原市  
                氏 名  
 
 

補助金請求書  
 
 
    年度田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金を下記のとおり請求します。  
 

記  
 

補助金請求額        円  

 
 

金融機関名  
          銀 行        
          信用金庫       本店  
          信用組合       支店  
          農 協        

預金の種類  
及 び 番 号  

  普 通  
預金  口座番号  

当 座  

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義   

 


